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明
治
五
年
・

　
　
　
　
仇
討
一

茨
城
県
大
砂
浅
吉
兄
弟

件
の
裁
判
史
料

手

塚

豊

明治5年・茨城県大砂浅吉兄弟仇討1件の裁判史料

解

題

　
明
治
五
年
五
月
十
日
．
茨
城
県
久
慈
郡
茂
宮
村
の
大
砂
浅
吉
、
子
之
吉

の
幼
い
兄
弟
が
、
親
族
の
者
の
助
太
刀
を
得
、
父
の
仇
上
宮
河
内
村
の
嘉

吉
を
、
那
珂
郡
稲
田
村
内
に
お
い
て
討
ち
果
し
た
。
本
稿
は
、
こ
の
一
件

に
関
す
る
裁
判
史
料
の
紹
介
で
あ
る
。

　
こ
の
仇
討
一
件
は
、
こ
れ
ま
で
明
治
時
代
の
仇
討
を
考
察
し
た
諸
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

研
究
に
も
全
く
洩
れ
て
お
り
、
ま
た
、
茨
城
県
地
方
の
郷
土
史
文
献
に
も
．

私
の
知
る
限
り
で
は
、
こ
れ
を
紹
介
し
た
も
の
は
見
当
ら
な
い
。

　
元
治
元
年
の
春
、
水
戸
藩
で
は
尊
王
撰
夷
を
主
張
す
る
「
天
狗
党
」
と
．

佐
幕
を
主
張
す
る
「
諸
生
党
」
と
に
藩
論
が
分
裂
し
、
は
げ
し
い
騒
乱
が

　
　
（
2
）

勃
発
し
た
．
い
わ
ゆ
る
「
天
狗
党
の
乱
」
で
あ
る
。
そ
し
て
八
月
以
降
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

約
二
ヵ
月
間
、
水
戸
周
辺
で
武
力
衝
突
が
相
次
い
で
発
生
し
た
。

　
と
く
に
九
月
初
旬
、
田
中
原
心
蔵
の
ひ
き
い
る
天
狗
党
の
別
動
隊
と
、
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
家
老
山
野
辺
義
芸
の
軍
と
の
間
に
、
助
川
附
近
で
激
戦
が
あ
っ
た
．
こ

の
戦
い
で
天
狗
党
側
の
兵
士
で
あ
っ
た
茂
宮
村
の
源
蔵
は
、
敵
方
の
捕
虜

と
な
り
、
上
宮
河
内
村
の
嘉
吉
な
る
者
が
「
縄
取
」
と
な
っ
て
護
送
中
、

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
（
6
）

嘉
吉
は
源
蔵
を
殺
害
し
た
。

　
こ
の
と
き
、
源
蔵
の
子
供
の
浅
吉
と
子
之
吉
は
、
六
歳
と
三
歳
で
あ
っ

た
が
．
嘉
吉
に
よ
る
源
蔵
殺
し
の
風
聞
を
聞
い
た
源
蔵
の
兄
弟
ら
は
、
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

供
達
の
成
長
を
待
っ
て
復
讐
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
た
と
い
う
。

　
そ
の
後
ち
数
年
を
経
た
明
治
三
年
三
月
、
上
宮
河
内
村
の
徳
兵
衛
な
る

人
が
源
蔵
の
弟
源
五
郎
を
訪
ね
て
、
源
蔵
を
殺
し
た
の
は
た
し
か
に
嘉
吉

で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
た
の
で
、
源
五
郎
ら
の
復
讐
へ
の
気
持
が
一
層
募

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

っ
た
が
、
そ
の
頃
、
嘉
吉
は
居
村
か
ら
逐
電
し
て
行
方
不
明
と
な
っ
た
。
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明
治
五
年
五
月
、
那
珂
郡
田
崎
村
の
大
野
鉄
太
郎
な
る
者
が
、
源
蔵
殺

し
の
一
件
を
知
り
、
多
賀
郡
大
津
村
に
潜
伏
し
て
い
た
嘉
吉
を
捕
え
、
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

賀
郡
松
岡
で
、
出
張
中
の
県
庁
役
人
大
津
憤
の
指
示
を
仰
い
だ
。
大
津
は

一
応
嘉
吉
を
取
調
べ
、
犯
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
で
、
県
の
捕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

亡
吏
へ
の
添
書
を
大
野
に
渡
し
た
。
大
野
が
嘉
吉
を
連
行
す
る
途
中
の
五

月
十
目
、
那
珂
郡
稲
田
村
に
お
い
て
、
浅
吉
兄
弟
、
そ
の
叔
父
大
砂
源
五

郎
、
大
砂
藤
之
介
ら
は
、
大
野
に
嘉
吉
の
引
渡
し
を
求
め
た
が
拒
絶
さ
れ

た
た
め
、
同
夜
、
旅
宿
で
大
野
ら
の
抵
抗
を
排
し
て
嘉
吉
を
奪
っ
て
殺
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

し
、
茨
城
県
庁
へ
自
首
し
た
。

　
以
上
が
事
件
の
概
要
で
あ
る
が
、
正
に
仇
討
で
あ
る
。

　
明
治
五
年
五
月
当
時
、
茨
城
県
に
は
裁
判
所
の
設
置
は
な
く
、
裁
判
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

務
は
県
の
聴
訟
課
の
所
管
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
年
八
月
十
二
日
、
茨

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

城
裁
判
所
が
新
設
さ
れ
た
．
大
砂
浅
吉
ら
の
一
件
の
審
理
は
、
当
然
に
聴

訟
課
か
ら
こ
の
裁
判
所
へ
引
き
つ
が
れ
た
。

　
本
稿
は
．
こ
の
茨
城
裁
判
所
と
司
法
省
と
の
間
に
．
取
り
交
わ
さ
れ
た

裁
判
関
係
文
書
の
紹
介
で
あ
る
。

　
以
下
、
各
文
書
の
内
容
を
、
解
説
す
る
。

（
1
y
茨
城
裁
判
所
小
畑
少
判
事
よ
り
司
法
看
に
対
す
る
量
刑
伺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
小
畑
少
判
事
は
、
小
畑
美
稲
で
あ
る
。
小
畑
判
事
の
量
刑
は
、
全
て
新

律
綱
領
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
砂
浅
吉
、
子
之
吉

兄
弟
に
対
し
て
は
、
そ
の
行
為
を
仇
討
と
み
と
め
、
闘
殴
律
の
「
父
祖
被

殴
』
の
条
「
祖
父
母
。
父
母
．
人
二
殺
サ
レ
。
子
孫
。
檀
二
行
兇
人
ヲ
殺

ス
者
ハ
。
答
五
十
」
を
適
用
。
し
か
し
両
名
共
に
十
五
歳
以
下
で
あ
っ
た

か
ら
、
名
例
律
「
老
小
廃
疾
収
賠
」
の
条
「
七
十
以
上
．
十
五
以
下
…
…

流
罪
以
下
ヲ
犯
ス
者
ハ
。
収
順
ス
」
に
よ
る
。
そ
し
て
「
答
五
十
」
の
収

蹟
は
「
蹟
罪
収
蹟
例
図
」
に
よ
っ
て
「
一
両
一
分
」
で
あ
る
．

　
助
太
刀
を
し
た
大
砂
源
五
郎
、
藤
之
介
の
両
名
に
は
、
こ
れ
に
直
接
適

用
す
る
条
項
が
な
い
の
で
、
捕
亡
律
「
罪
人
拒
捕
」
の
条
「
死
罪
二
該
ル

罪
人
ヲ
．
捕
吏
一
時
愈
激
シ
テ
．
檀
殺
ス
ル
者
ハ
．
杖
九
十
」
を
類
推
適

用
し
。
し
か
し
「
加
功
」
す
な
わ
ち
帯
助
で
あ
っ
た
か
ら
「
一
等
」
を
減

じ
て
「
杖
八
十
」
と
し
た
。
そ
う
し
た
類
推
は
、
名
例
律
「
断
罪
無
正
条
」

の
条
「
凡
律
令
二
。
該
載
シ
尽
サ
・
ル
事
理
。
若
ク
ハ
罪
ヲ
断
ス
ル
ニ
。

正
条
ナ
キ
者
ハ
．
他
律
ヲ
援
引
比
附
シ
テ
。
加
フ
可
キ
ハ
加
へ
。
減
ス
ヘ

キ
ハ
減
シ
。
罪
名
ヲ
定
擬
シ
テ
。
上
司
二
申
シ
。
議
定
ツ
テ
奏
聞
ス
」
に

よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
情
状
を
酌
量
し
て
「
晒
罪
収
瞭
例
図
」
に
よ
り
「
杖
八
十
」

の
贈
罪
「
六
両
」
と
し
た
。

　
ま
た
、
事
の
処
理
が
不
手
際
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
大
野
鉄
太
郎
と
大

津
憤
に
対
し
て
は
、
雑
犯
律
「
違
令
」
の
条
「
凡
令
二
違
フ
ニ
．
重
キ
者

ハ
答
四
十
。
軽
キ
モ
ノ
ハ
一
等
ヲ
減
ス
」
に
よ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ

な
ら
ば
答
四
十
か
三
十
の
筈
。
と
こ
ろ
が
量
刑
は
「
呵
責
」
と
な
っ
て
い

る
．
答
三
十
よ
り
も
な
お
軽
く
す
る
と
い
う
判
断
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
「
呵
責
」
は
新
律
綱
領
の
正
規
の
刑
名
で
は
な
い
．
し
た
が
っ
て
「
呵

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

責
」
に
付
さ
れ
る
場
合
、
格
別
に
「
違
令
」
の
条
を
援
用
す
る
ま
で
も
な

b
。
こ
の
点
、
小
畑
判
事
の
擬
律
は
誤
り
と
い
え
る
。
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（
2
）
　
茨
城
裁
判
所
よ
り
茨
城
県
へ
の
通
達
草
案
と
、
そ
れ
に
関
す
る
茨

　
　
城
裁
判
所
の
司
法
省
へ
の
稟
議

　
大
砂
兄
弟
ら
の
仇
討
に
つ
い
て
、
一
応
処
罰
済
に
し
て
も
．
こ
ん
ど
は

仇
と
し
て
討
た
れ
た
嘉
吉
側
の
親
類
が
、
大
砂
側
に
対
し
て
復
讐
を
企
て

る
こ
と
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
。
そ
う
し
た
こ
と
の
な
い
様
に
茨
城

県
に
適
切
な
措
置
（
例
え
ば
嘉
吉
の
親
類
か
ら
誓
約
の
受
書
を
採
る
）
を
求
め
る

通
達
草
案
を
茨
城
裁
判
所
が
作
成
、
司
法
省
の
指
示
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
大
砂
浅
吉
、
大
砂
子
之
吉
（
以
上
連
名
）
、
大
砂
源
五
郎
、
大
砂
藤

　
　
之
介
（
以
上
連
名
）
、
大
野
鉄
太
郎
、
大
津
憤
ら
の
口
書
。

　
こ
れ
ら
の
口
書
に
よ
っ
て
、
事
件
の
内
容
は
か
な
り
詳
し
く
判
明
す
る
。

各
文
書
の
日
附
は
「
壬
申
十
月
」
あ
る
い
は
「
壬
申
十
月
十
日
」
と
な
っ

て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
「
十
月
十
日
」
淋
結
審
日
と
思
わ
れ
る
。

（
4
）
　
証
人
上
久
保
嘉
平
次
、
小
森
藤
次
郎
（
以
上
連
名
）
の
口
書
．

　
嘉
吉
が
源
蔵
を
殺
害
す
る
の
を
み
た
と
い
う
二
人
の
証
言
で
あ
る
。
こ

の
上
久
保
、
小
森
の
両
名
が
ど
う
し
て
そ
う
し
た
現
場
に
居
合
せ
た
の
か
、

そ
の
他
詳
し
い
事
情
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
両
名
は
、
嘉
吉
と
同
様

に
諸
生
党
の
兵
士
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
．

（
5
）
　
司
法
省
か
ら
茨
城
裁
判
所
に
対
す
る
質
問
書
．

　
こ
の
文
書
は
、
茨
城
裁
判
所
か
ら
の
伺
書
に
接
し
た
司
法
省
が
、
関
係

者
の
口
書
を
検
討
し
た
結
果
、
い
く
つ
か
の
疑
問
点
を
挙
げ
、
茨
城
裁
判

所
の
回
答
を
求
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
．
青
木
と
県
の
捺
印
が
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

中
判
事
青
木
信
寅
と
少
判
事
県
信
緯
と
思
わ
れ
る
。
彼
等
が
こ
の
事
件
の

直
接
の
担
当
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
．
こ
の
文
書
の
正
確
な
日
付
は
わ

か
ら
な
い
。
欄
外
書
込
の
「
一
月
七
目
」
は
（
本
稿
九
二
頁
参
照
）
、
司
法
省

内
の
会
議
日
で
あ
ろ
う
。

（
6
）
　
（
4
）
の
文
書
に
対
す
る
茨
城
裁
判
所
の
回
答
。

　
司
法
省
が
挙
示
し
た
疑
問
は
四
点
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
茨

城
裁
判
所
が
回
答
し
た
文
書
で
あ
る
が
、
こ
の
回
答
で
も
、
嘉
吉
が
源
蔵

を
殺
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
な
お
判
然
と
し
な
い
。
こ
の
文
書
の
目
付
は

不
明
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
文
書
に
は
、
大
津
憧
（
彦
七
郎
）
が
既
に
解
職

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
茨
城
県
の
文
書
が
附
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解

職
の
理
由
が
、
本
件
と
関
係
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

（
7
）
　
（
2
）
の
伺
書
に
対
す
る
司
法
省
指
令
．

　
茨
城
裁
判
所
が
、
茨
城
県
に
対
し
て
嘉
吉
の
親
属
が
不
穏
の
行
為
に
出

な
い
様
に
諭
す
こ
と
を
求
め
る
件
を
、
司
法
省
に
間
合
せ
た
こ
と
は
前
に

述
べ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
司
法
省
の
回
答
で
、
茨
城
裁
判
所
の
措
置
を
そ

の
ま
ま
是
認
し
た
の
で
あ
る
。

（
8
）
　
茨
城
裁
判
所
の
量
刑
伺
に
対
す
る
司
法
省
の
指
令

　
明
治
五
年
十
月
、
茨
城
裁
判
所
の
量
刑
伺
に
よ
る
と
．
大
砂
浅
吉
、
子
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之
吉
兄
弟
に
対
す
る
擬
律
が
、
新
律
綱
領
に
準
拠
し
て
い
た
こ
と
は
、
前

に
述
べ
た
（
本
稿
八
四
頁
参
照
）
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
新
律
綱
領
「
父
祖

被
殴
」
の
条
は
、
二
回
に
亘
っ
て
改
正
が
行
わ
れ
た
．
ま
づ
六
年
二
月
七

日
・
太
政
官
布
吉
第
三
十
九
号
に
よ
り
「
父
祖
被
殴
律
祖
父
母
父
母
人
二

殺
サ
レ
子
孫
檀
二
行
兇
人
ヲ
殺
ス
以
下
ヲ
廃
シ
若
シ
犯
ス
者
ア
レ
ハ
臨
時

奏
請
シ
テ
区
処
ス
」
と
な
り
、
更
に
四
月
二
目
・
太
政
官
布
告
第
百
二
十

二
号
で
「
本
年
三
十
九
号
布
告
同
律
ハ
取
消
」
シ
「
父
祖
被
殴
律
祖
父
母

父
母
人
二
殺
サ
レ
子
孫
檀
二
行
兇
人
ヲ
殺
ス
者
ハ
謀
殺
ヲ
以
テ
論
シ
斬
其

即
時
二
殺
死
ス
ル
者
ハ
論
ス
ル
コ
ト
勿
レ
」
と
さ
れ
た
．
こ
の
改
正
は
、

明
治
六
年
二
月
七
日
・
太
政
官
布
告
第
三
十
七
号
の
い
わ
ゆ
る
復
讐
禁
止

令
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
．
そ
し
て
こ
の
、
太
政
官
布
告
第
石
二
十

二
号
の
内
容
は
、
そ
の
ま
ま
改
正
律
例
（
明
治
六
年
六
月
士
一
百
．
太
政
官
布

告
第
二
百
六
号
、
七
月
＋
日
施
行
）
第
二
三
二
条
に
編
入
さ
れ
て
い
る
．

　
と
こ
ろ
が
．
改
正
律
例
第
百
条
に
は
「
凡
例
モ
亦
頒
降
ノ
日
ヨ
リ
始
ト

為
ス
ト
錐
若
シ
事
犯
頒
例
以
前
二
在
テ
原
律
罪
名
軽
キ
者
ハ
傍
ホ
原
律
二

依
テ
定
擬
ス
」
と
の
規
定
が
あ
る
．
こ
れ
に
よ
り
司
法
省
は
犯
罪
時
の
原

律
で
あ
る
新
律
綱
領
を
適
用
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
結
果
的
に
は
、

茨
城
裁
判
所
の
量
刑
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
新
律
綱
領
で
は
、
収
贋

の
条
で
「
一
両
一
分
」
で
あ
っ
た
の
が
、
改
定
律
例
の
「
改
正
贋
罪
収
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

例
図
」
で
「
一
円
二
十
五
銭
」
と
呼
称
が
変
っ
た
に
す
ぎ
な
い
．

　
大
砂
源
五
郎
と
大
砂
藤
之
介
は
免
罪
、
大
野
鉄
太
郎
と
大
津
憤
は
無
罪

と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
は
茨
城
裁
判
所
の
量
刑
を
全
く
覆
し
た
も
の
と

い
え
る
。

　
こ
の
司
法
省
指
令
の
日
付
は
不
明
で
あ
る
が
、
欄
外
書
込
の
「
酉
十
一

月
十
目
」
は
（
本
稿
九
四
頁
参
照
）
、
司
法
省
会
議
日
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ

の
指
令
日
は
そ
れ
以
後
、
す
な
わ
ち
、
六
年
十
一
月
十
日
以
後
で
あ
ろ
う
。

　
茨
城
裁
判
所
は
、
こ
の
司
法
省
指
令
に
も
と
づ
き
関
係
者
に
対
し
て
判

決
言
渡
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
日
付
は
わ
か
ら
な
い
．

　
な
お
、
司
法
省
指
令
に
み
ら
れ
る
捺
印
は
、
こ
の
指
令
に
関
与
し
た
司

法
省
官
員
を
示
し
、
「
康
毅
」
は
七
等
出
仕
松
岡
康
毅
、
「
朝
比
奈
」
は
十

二
等
出
仕
朝
比
奈
醇
一
、
「
長
岡
」
は
七
等
出
仕
長
岡
重
弘
、
「
水
本
」
は

権
大
法
官
水
本
成
美
、
「
小
原
」
は
中
法
官
小
原
重
哉
、
「
験
」
は
権
大
検

　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

事
渡
辺
験
、
「
大
木
」
は
司
法
卿
大
木
喬
任
で
あ
り
、
「
倉
町
」
は
不
明
で

あ
る
．
こ
の
指
令
の
日
付
が
十
一
月
十
日
以
降
で
あ
る
こ
と
は
、
前
に
述

べ
た
。
と
す
る
と
、
茨
城
裁
判
所
の
伺
が
出
て
か
ら
一
年
以
上
を
経
過
し

て
指
令
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
．
復
讐
禁
止
令
も
出
た
こ
と
と
て
、

仇
討
に
対
す
る
法
律
的
措
置
は
、
司
法
省
内
に
お
い
て
も
慎
重
な
論
議
が

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
に
紹
介
し
た
文
書
に
よ
っ
て
、
こ
の
大
砂
兄
弟
の
仇
討
の
概
要
は

わ
か
る
が
、
細
部
に
つ
い
て
は
不
明
の
個
所
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本

稿
が
契
機
と
な
っ
て
、
更
に
新
し
い
史
料
と
く
に
地
元
に
埋
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
資
料
が
発
掘
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
止
ま
な
い
。

　
（
1
）
　
千
葉
花
明
「
日
本
仇
討
物
語
」
上
・
大
正
六
年
・
一
三
〇
頁
以
下
。
梅
原

　
北
明
「
変
態
仇
討
史
」
・
昭
和
二
年
・
五
二
頁
以
下
。
大
隈
三
好
「
敵
討
の
歴

　
史
」
・
昭
和
四
十
七
年
・
二
〇
九
頁
以
下
、
稲
垣
史
生
「
日
本
仇
討
一
〇
〇
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選
・
昭
和
五
十
一
年
二
二
七
頁
以
下
、
駒
敏
郎
「
明
治
の
仇
討
」
・
「
歴
史
と

人
物
」
昭
和
五
十
六
年
十
｝
月
号
・
一
三
八
頁
以
下
、
稲
垣
史
生
「
仇
討
を
考

証
す
る
」
・
昭
和
六
十
二
年
・
二
九
四
頁
以
下
。

（
2
）
　
坂
井
四
郎
兵
衛
「
水
戸
見
聞
実
記
」
・
明
治
二
十
七
年
・
六
七
頁
以
下
、

　
「
茨
城
県
警
察
史
」
上
巻
・
昭
和
四
十
六
年
・
七
六
頁
以
下
、
瀬
谷
義
彦
、
豊

崎
卓
「
茨
城
県
の
歴
史
」
・
昭
和
四
十
八
年
・
一
八
一
頁
以
下
、
大
野
慎
「
茨

城
の
郷
土
史
」
下
・
昭
和
五
十
五
年
・
四
〇
五
頁
以
下
参
照
。

（
3
×
4
）
前
掲
「
茨
城
県
警
察
史
」
上
巻
・
七
六
頁
以
下
。

（
5
）
　
「
大
砂
源
五
郎
、
大
砂
藤
之
介
口
書
」
、
本
稿
八
九
頁
以
下
参
照
。

（
6
）
　
天
拘
党
側
の
殉
難
者
を
記
録
し
た
「
水
戸
藩
死
事
録
」
に
は
「
大
須
賀
源

蔵
、
久
慈
郡
茂
宮
村
農
、
圷
忠
次
郎
ト
同
ク
死
ス
、
年
二
十
九
」
、
圷
忠
次
郎

　
に
つ
い
て
は
「
那
珂
郡
山
方
村
農
、
九
月
十
一
日
、
中
染
村
二
戦
死
ス
」
と
あ

　
る
（
「
水
戸
藩
死
事
録
下
編
四
」
・
昭
和
五
十
八
年
覆
刻
版
「
水
戸
藩
死
事
録
・

　
義
列
伝
纂
稿
」
・
幅
七
二
頁
。
ま
た
「
靖
国
神
社
忠
魂
史
」
（
昭
和
十
年
）
に
も

　
「
九
月
十
一
日
、
久
慈
郡
中
染
、
平
民
大
須
賀
源
蔵
、
二
九
」
と
あ
る
（
第
一

編
維
新
前
紀
・
一
二
八
頁
）
。
こ
こ
に
い
う
「
大
須
賀
源
蔵
」
は
本
稿
で
紹
介

す
る
「
大
砂
源
蔵
」
と
思
わ
れ
る
。
「
大
砂
」
が
「
大
須
賀
」
と
誤
り
伝
え
ら

　
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
水
戸
藩
死
事
録
」
の
記
事
は
、
日
立
市
郷
土
博

物
館
の
川
崎
松
寿
氏
の
御
示
教
に
よ
る
。
そ
の
学
恩
を
謝
す
。

（
7
）
（
8
）
註
5
に
同
じ
。

（
9
×
1
0
）
　
「
大
野
鉄
太
郎
口
書
」
、
「
大
津
慨
口
書
」
・
本
稿
九
一
頁
以
下
。
な
お
、

前
掲
「
茨
城
県
警
察
史
」
上
巻
に
よ
る
と
、
茨
城
県
で
は
明
治
五
年
八
月
に

　
「
捕
亡
規
則
」
が
制
定
さ
れ
、
捕
亡
三
十
人
が
置
か
れ
た
と
し
て
い
る
（
一
六

　
四
頁
）
。
し
か
し
、
「
大
野
鉄
太
郎
口
書
」
お
よ
び
「
大
津
債
口
書
」
で
は
、
明

　
ら
か
に
明
治
五
年
五
月
の
時
点
で
、
「
捕
亡
方
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明

　
示
さ
れ
て
い
る
（
本
稿
九
一
頁
、
九
二
頁
参
照
）
。

（
1
1
）
　
註
5
に
同
じ
。

（
1
2
）
　
前
掲
「
茨
城
県
警
察
史
」
上
巻
・
一
六
〇
頁
。

（
1
3
）
前
掲
書
こ
六
四
頁
、
「
司
法
沿
革
誌
」
・
昭
和
十
四
年
・
二
〇
頁
．

（
1
4
）
明
治
五
年
一
月
「
官
員
録
」
・
＝
一
八
枚
表
。

（
15
）
明
治
六
年
四
月
九
日
・
司
法
省
上
申
に
「
新
律
上
刑
名
ハ
答
一
十
二
止
り

候
訳
ニ
テ
呵
責
ト
申
ハ
旧
来
其
罪
軽
ク
答
一
十
二
至
ラ
ス
シ
テ
警
戒
ヲ
加
フ
ヘ

　
キ
モ
ノ
只
呵
責
シ
テ
放
免
ス
ル
ノ
ミ
固
ヨ
リ
刑
名
ノ
定
分
ニ
ハ
無
之
候
…
…
或

　
ハ
呵
責
シ
或
ハ
呵
責
セ
サ
ル
モ
一
二
裁
判
官
ノ
所
見
ヲ
以
テ
処
分
致
来
候
－
…

　刑律上

更
二
差
支
無
之
候
云
々
」
と
述
べ
、
正
規
の
刑
名
で
は
な
い
が
、
呵
責

と
い
う
処
置
は
容
認
し
て
い
る
。
因
み
に
改
定
律
例
（
明
治
六
年
七
月
）
第
六

条
に
は
「
凡
所
犯
極
テ
軽
ク
罪
懲
役
十
月
二
及
ハ
サ
ル
者
ハ
止
タ
呵
責
シ
テ
放

　
免
ス
」
と
あ
り
、
呵
責
は
正
規
の
刑
名
と
な
っ
て
い
る
。

（
16
）
明
治
六
年
一
月
「
官
員
録
」
・
一
八
五
枚
表
裏
。

（
17
）
　
本
文
で
も
述
べ
た
ご
と
く
新
律
綱
領
に
お
け
る
「
答
五
十
」
の
収
腰
は

　
』
両
一
分
」
で
あ
る
が
（
名
例
律
「
老
小
廃
疾
収
腰
」
）
、
こ
の
「
答
五
十
」

　
は
、
明
治
五
年
四
月
・
太
政
官
布
告
第
一
一
三
号
の
「
懲
役
例
図
」
に
よ
っ
て

　
「
懲
役
五
十
日
」
に
換
刑
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
懲
役
五
十
日
」
の
収
賦
金
が

　
コ
円
二
十
五
銭
」
で
あ
る
（
改
定
律
例
「
改
正
瞭
罪
収
瞭
例
図
」
）
。

（
18
）
明
治
六
年
一
月
・
前
掲
「
官
員
録
」
・
一
八
一
枚
裏
、
｝
八
三
枚
裏
、
一

　
八
六
枚
裏
、
一
九
六
枚
裏
、
二
〇
二
枚
裏
。

（
1
9
）
大
木
喬
任
は
、
六
年
十
月
二
十
五
日
に
司
法
卿
に
就
任
し
た
（
「
顕
要
職

務
補
任
録
」
上
・
明
治
三
十
六
年
・
二
六
頁
）
。

o

o

O

　
　
　
前
註

（
1
）
　
本
史
料
の
出
典
は
．

o

O

o

o

法
務
図
書
館
蔵
「
明
治
六
年
・
諸
県
口
書
」
三
十
四
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闘
殴
・
第
九
四
三
号
で
あ
る
．

（
2
）
　
文
書
の
配
列
は
、
全
て
原
本
の
ま
ま
で
あ
る
。

（
3
）
　
（
1
）
か
ら
（
8
）
ま
で
の
標
題
は
、
全
て
手
塚
が
附
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
茨
城
裁
判
所
小
畑
少
判
富
よ
リ
司
法
省
に
対
す
る
量
刑
伺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
困
囲

父
被
殺
テ
復
讐
ス
ル
者
闘
殴
律
祖
父
母
父
母
人
二
殺
サ
レ
子
孫
檀
二
行
兇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
抹
消
－
手
塚
註
　
以
下
同
ジ
）

人
ヲ
殺
ス
者
ハ
答
五
十
二
可
処
ノ
情
状
原
諒
ス
ヘ
キ
ヲ
以
テ
賊
ヲ
聴
ス
ヘ

キ
処
其
十
五
歳
以
下
ナ
ル
ヲ
以
テ

　
　
収
蹟
金
壱
両
壱
分
宛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
砂
　
　
浅
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
砂
　
子
之
吉

　
　
但
官
ノ
捕
縛
二
非
サ
ル
ニ
依
テ
囚
人
ヲ
以
テ
論
セ
ス

兄
被
殺
テ
其
兄
ノ
子
復
讐
ノ
節
倶
二
加
功
ス
ル
者
捕
亡
律
死
罪
二
該
ル
罪

人
ヲ
捕
吏
一
時
愈
激
シ
テ
檀
殺
ス
ル
者
ハ
杖
九
十
ト
云
ヲ
以
照
擬
シ
其
加

功
タ
ル
ヲ
以
テ
一
等
ヲ
減
シ
杖
八
十
ノ
処
尚
ヲ
情
状
原
諒
ス
ヘ
キ
ニ
依
テ

贈
罪
ヲ
聴
ス

　
　
晒
罪
金
六
両
宛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
砂
　
源
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
砂
　
藤
之
介

違
式
之
軽

　
　
呵
責
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
津
　
　
　
憤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
野
　
鉄
太
郎

　
壬
申
十
月
十
三
日

司
法
大
少
丞
　
御
中

小
畑
少
判
事

（
2
）
　
茨
城
裁
判
所
よ
リ
茨
城
県
へ
の
通
達
草
案
と
そ
れ
に
関
す
る
茨
城

　
　
裁
判
所
よ
リ
司
法
省
へ
の
稟
議

久
慈
郡
茂
宮
村
農
故
源
蔵
伜
大
砂
浅
吉
並
二
男
大
砂
子
之
吉
儀
父
之
復
讐

申
立
捕
縛
就
居
候
同
郡
上
宮
河
内
村
嘉
吉
ヲ
及
殺
害
源
蔵
弟
大
砂
源
五
郎

大
砂
藤
之
介
儀
者
右
之
節
倶
二
力
ヲ
象
セ
候
始
末
不
法
二
付
一
同
裁
判
所

二
於
而
遂
糺
明
候
処
嘉
吉
儀
旧
水
戸
国
難
之
醐
源
蔵
ヲ
殺
シ
其
後
脱
走
致

シ
且
前
書
捕
縛
者
官
府
よ
り
召
捕
候
儀
二
而
者
無
之
段
致
明
白
今
般
浅
吉

外
三
人
別
紙
之
通
申
渡
候
間
後
日
同
人
共
江
対
シ
心
得
違
之
儀
も
有
之
候

而
者
不
相
済
次
第
二
付
嘉
吉
親
類
者
必
ス
右
体
之
儀
無
之
様
御
諭
被
置
度

尤
右
親
類
共
よ
り
受
書
取
之
御
差
上
可
有
之
候
也

　
　
　
壬
申
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茨
城
裁
判
所

　
　
茨
城
県
　
御
中

別
紙
之
通
地
方
官
江
掛
合
取
計
可
申
哉
与
相
考
候
間
草
案
ヲ
以
相
伺
申
候

間
御
指
図
有
之
度
候
也

　
　
壬
申
十
月
十
三
日

　
司
法
大
少
丞
　
御
中

小
畑
　
少
判
事
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（
3
）
　
大
砂
浅
吉
、
大
砂
子
之
吉
（
以
上
連
名
）
、
大
砂
源
五
郎
、

　
　
之
介
（
以
上
連
名
）
、
大
野
鉄
太
郎
、
大
津
憤
ら
の
口
書

（
附
箋
－
手
塚
註
）

久
慈
郡
茂
宮
村

　
　
　
　
農右

浅
吉
弟

先
般
ハ
ロ
書
本
紙
差
出
候
処
、

此
度
者
写
与
引
替
御
回
申
候
事

大
砂
藤

大
砂
　
　
浅
吉

　
　
申
十
四
歳

大
砂
　
子
之
吉

　
　
申
十
一
歳

　
　
　
右
申
口
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父
之
致
復
讐
候
始
末
御
吟
味
御
座
候

　
此
段
申
上
候
私
共
儀
浅
吉
ハ
高
三
十
石
受
持
家
内
九
人
暮
罷
在
子
之
吉

　
者
兄
手
許
江
被
育
居
申
候
然
ル
処
私
共
父
源
蔵
儀
去
ル
子
年
旧
水
戸
国

　
難
之
砺
一
方
之
大
将
二
随
ヒ
敗
軍
之
節
同
九
月
十
一
日
敵
方
之
生
捕
与

　
相
成
敵
陣
江
被
引
送
候
途
中
縄
取
之
者
同
郡
上
宮
河
内
村
農
嘉
吉
二
首

　
打
落
さ
れ
候
由
二
而
其
硬
浅
吉
ハ
僅
土
ハ
歳
子
之
吉
者
三
歳
二
罷
成
以

　
ま
だ
物
之
弁
別
も
無
之
候
処
右
之
次
第
者
叔
父
大
砂
源
五
郎
並
大
砂
藤

　
之
介
両
人
之
者
兼
而
能
致
承
知
居
私
共
江
復
讐
之
儀
追
々
申
諭
私
共
成

　
長
二
随
ヒ
右
教
諭
之
儀
漸
々
身
二
染
父
ノ
仇
者
倶
二
天
ヲ
載
く
べ
か
ら

　
さ
る
筋
道
等
乍
幼
年
も
柳
合
点
致
シ
今
目
ニ
モ
嘉
吉
ヲ
見
当
リ
候
ハ
・

屹
，
仇
・
報
可
申
与
存
蜷
塒
錆
人
儀
．
其
以
前
村
方
塾
閣

ハ
震
年
三
月
八
回
撃
行
衛
不
相
分
私
共
幼
少
之
身
分
遠
方
行
衛

　
ヲ
尋
候
儀
不
任
心
遺
恨
難
堪
空
く
日
月
ヲ
押
送
居
候
内
当
五
月
十
日
嘉

　
吉
儀
御
役
筋
よ
り
御
召
捕
二
根
成
候
由
叔
父
源
五
郎
共
よ
り
承
り
縄
二

　
就
居
候
者
ヲ
復
讐
致
候
者
奉
恐
入
候
儀
二
御
座
候
得
共
私
共
於
胸
中
難

　
忍
情
態
有
之
叔
父
共
一
同
嘉
吉
跡
ヲ
尋
馳
参
リ
同
夜
那
珂
郡
稲
田
村
内

　
二
而
私
共
両
人
刃
物
ヲ
以
終
二
嘉
吉
ヲ
打
留
メ
叔
父
共
ハ
右
之
節
私
共

　
江
力
ヲ
数
セ
追
而
壱
刃
ツ
・
限
ミ
ヲ
報
候
段
御
役
筋
江
訴
出
候
始
末
委

　
細
ハ
叔
父
源
五
郎
共
よ
り
申
上
候
通
相
違
無
御
座
候
然
ル
処
前
書
召
捕

　
二
相
成
候
ハ
其
筋
之
御
役
人
二
而
無
之
候
二
付
嘉
吉
儀
末
タ
御
県
庁
之

　
囚
人
与
申
名
儀
ニ
ハ
無
之
段
今
般
御
吟
味
二
就
き
初
而
承
知
仕
候
儀
二

　
御
座
候

右
之
通
申
上
候
処
私
共
儀
久
慈
郡
上
宮
河
内
村
嘉
吉
与
申
せ
し
者
父
之
仇

二
候
ハ
・
捕
縛
二
も
就
居
候
上
ハ
猶
更
其
筋
江
訴
出
裁
断
可
受
処
無
其
儀

檀
二
及
斬
殺
候
次
第
官
符
之
囚
人
二
無
之
段
ハ
糺
明
二
依
リ
相
分
候
と
ハ

乍
申
右
始
末
不
法
之
旨
御
吟
味
受
無
申
披
奉
恐
入
候

右
之
通
相
違
不
申
上
候
　
以
上

　
　
壬
申
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
大
砂
　
　
浅
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
砂
　
子
之
吉

　
　
茨
城
御
裁
判
所

久
慈
郡
茂
宮
村

　
　
農
文
吾
衛
門
伜

　
　
　
　
　
　
　
　
大
砂
　
源
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
三
十
三
歳
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右
弥
一
兵
衛
養
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
砂
　
藤
之
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
二
十
四
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
申
口

復
讐
之
力
ヲ
我
セ
候
始
末
御
吟
味
御
座
候

　
此
段
申
上
候
私
共
儀
源
五
郎
ハ
父
文
吾
衛
門
手
元
二
而
農
業
罷
在
蔵
之

　
介
ハ
右
文
吾
衛
門
三
男
二
而
当
四
月
中
同
村
称
一
兵
衛
養
子
二
罷
成
養

　
父
手
元
二
而
農
業
罷
在
候
然
処
私
共
兄
源
蔵
儀
去
ル
子
年
旧
水
戸
国
難

　
之
砺
俗
二
天
狗
党
与
唱
候
一
派
之
大
将
大
津
彦
之
允
殿
江
付
随
ヒ
同
九

　
月
十
一
日
同
郡
助
川
村
之
戦
二
一
軍
無
利
シ
テ
相
敗
レ
源
蔵
儀
同
所
落

　
行
候
節
敵
方
之
者
江
被
召
捕
同
郡
上
宮
河
内
村
農
嘉
吉
与
申
者
縄
取
二

　
而
敵
陣
江
被
引
送
候
途
中
同
人
義
如
何
之
心
底
二
而
候
哉
刀
ヲ
以
源
蔵

　
首
ヲ
打
落
候
由
風
評
承
リ
甚
無
念
二
存
候
得
共
其
瑚
同
人
伜
浅
吉
者
六

　
歳
二
男
子
之
吉
ハ
三
歳
二
罷
成
復
讐
之
義
理
等
相
弁
候
様
も
無
之
同
人

　
共
後
年
成
長
致
候
ハ
・
私
共
力
ヲ
添
屹
ト
復
讐
為
致
可
申
旨
存
込
居
候

　
内
去
ル
辰
年
三
月
上
旬
兼
而
知
人
当
節
死
亡
前
書
上
宮
河
内
村
農
関
徳

　
兵
衛
私
共
方
江
参
嘉
吉
儀
源
蔵
ヲ
首
打
候
次
第
ハ
愈
以
相
違
無
之
段
告

　
知
セ
候
間
最
初
風
聞
而
已
承
り
及
居
候
時
よ
り
ハ
助
太
刀
之
念
一
層
的

　
切
二
相
成
嘉
吉
動
静
相
伺
候
処
其
機
ヲ
察
シ
候
哉
同
月
八
日
村
方
致
脱

　
走
行
衛
不
相
分
候
二
付
遺
恨
如
山
空
敷
押
移
居
候
処
浅
吉
兄
弟
共
漸
々

　
生
長
致
候
二
付
父
之
仇
倶
二
天
ヲ
戴
く
べ
か
ら
ざ
る
義
理
合
申
聞
今
目

　
に
も
若
シ
嘉
吉
ヲ
見
当
リ
候
ハ
・
屹
と
仇
ヲ
報
申
候
様
相
諭
不
本
意
月

　
日
ヲ
送
来
候
処
当
五
月
十
日
嘉
吉
儀
御
役
筋
よ
り
御
名
捕
御
県
庁
江
引

送
リ
ニ
相
成
候
由
評
判
承
リ
一
且
捕
縛
二
就
候
者
二
手
ヲ
出
候
儀
者
奉

恐
入
候
得
共
数
年
来
之
怨
恨
此
時
二
晴
シ
不
申
而
ハ
何
之
時
二
欺
相
晴

シ
可
申
与
存
浅
吉
子
之
吉
並
私
共
両
人
同
道
嘉
吉
跡
ヲ
尋
那
珂
郡
稲
田

村
近
辺
迄
駈
参
候
処
嘉
吉
縄
二
懸
リ
被
引
行
候
二
逢
候
二
付
縄
取
之
人

大
野
鉄
太
郎
江
懸
合
復
讐
之
儀
願
出
候
得
共
縛
二
就
候
上
ハ
仮
令
父
兄

之
敵
た
り
と
も
復
讐
等
不
相
成
旨
被
申
聞
候
得
共
猶
遺
憾
二
思
ヒ
私
共

も
其
跡
二
就
右
稲
田
村
内
江
罷
越
候
処
同
村
よ
り
夫
役
躰
之
者
数
人
出

方
致
弥
以
警
衛
厳
重
二
相
成
押
テ
願
出
候
ハ
忌
渾
之
至
与
存
候
得
共
眼

前
敵
ヲ
見
受
候
よ
り
遺
恨
平
日
二
増
加
シ
浅
吉
兄
弟
共
申
迄
も
無
之
私

共
二
於
テ
モ
難
堪
情
態
有
之
前
書
鉄
太
郎
江
度
々
復
讐
之
歎
願
申
立
候

得
共
一
切
聞
入
無
之
不
而
已
此
上
二
も
相
願
候
所
存
ナ
レ
ハ
此
方
相
手

二
可
相
成
旨
被
申
聞
候
然
二
私
共
二
お
ゐ
て
ハ
前
二
も
申
上
候
通
御
役

筋
江
対
シ
暴
動
相
働
き
候
心
底
ハ
無
之
義
二
付
夫
よ
り
歎
願
等
ハ
不
申

立
乍
併
嘉
吉
ヲ
討
洩
シ
候
ハ
如
何
二
も
残
念
至
極
ト
相
考
同
夜
同
人
旅

宿
二
立
越
シ
夫
役
之
姿
与
相
成
刃
物
ハ
人
之
目
二
不
立
様
身
二
引
付
ケ

右
夫
役
之
者
二
紛
レ
浅
吉
外
三
人
嘉
吉
二
近
寄
リ
右
兄
弟
二
復
讐
為
逐

候
心
得
二
而
嘉
吉
ヲ
引
立
ソ
ト
致
候
処
警
衛
之
人
よ
り
被
指
餐
鉄
太
郎

ハ
抜
刃
外
数
人
者
棒
或
ハ
薪
等
ヲ
携
立
向
ヒ
不
得
止
時
宜
二
立
至
リ
候

よ
り
敵
討
致
候
訳
ニ
ハ
無
之
候
得
共
本
望
為
遂
度
一
念
よ
り
私
共
両
人

刃
物
ヲ
以
相
支
江
浅
吉
兄
弟
二
嘉
吉
ヲ
打
留
さ
せ
私
共
儀
も
同
人
江
一

ト
刃
乍
突
掛
一
同
同
所
馳
去
自
宅
江
ハ
不
罷
帰
夜
中
茨
城
御
県
庁
江
自

首
致
候
儀
二
御
座
候
然
ル
処
前
書
大
野
鉄
太
郎
与
申
ハ
平
民
ニ
テ
其
御

筋
之
御
役
人
二
而
ハ
無
之
嘉
吉
儀
先
年
人
命
ヲ
絶
候
聞
江
有
之
自
分
了
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簡
ヲ
以
同
人
ヲ
差
抑
御
県
庁
等
外
四
等
之
次
席
内
使
彦
七
郎
殿
事
大
津

　
憤
殿
申
談
捕
亡
様
御
許
江
差
送
リ
ニ
相
成
居
候
途
中
之
由
ニ
テ
実
者
御

　
県
庁
之
囚
人
ト
申
儀
ニ
ハ
無
之
段
今
般
御
吟
味
二
就
初
而
承
知
仕
候
御

　
儀
二
御
座
候
且
ツ
右
之
外
二
も
子
細
可
有
之
旨
再
応
御
吟
味
御
座
候
得

　
共
前
申
上
候
他
異
儀
毛
頭
無
御
座
候

右
之
通
申
上
候
処
私
儀
久
慈
郡
上
宮
河
内
村
嘉
吉
与
申
セ
シ
者
兄
之
仇
二

候
ハ
・
捕
縛
二
も
就
居
候
上
ハ
尚
更
其
筋
被
訴
出
裁
断
可
受
処
無
其
儀
姪

大
砂
浅
吉
外
一
人
ヲ
助
檀
二
及
斬
殺
候
次
第
官
符
之
囚
人
二
無
之
段
ハ
糺

明
二
依
相
分
候
与
ハ
乍
申
右
始
末
不
法
之
旨
御
吟
味
受
無
申
披
奉
恐
入
候

　
　
右
之
通
相
違
不
申
上
候
　
以
上

　
　
　
壬
申
十
月
十
日
　
　

右
大
砂
源
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
砂
　
藤
之
介

　
　
茨
城
御
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茨
城
県
貫
属
　
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
津
　
　
憤
　
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
三
十
九
歳

久
慈
郡
上
宮
河
内
村
嘉
吉
捕
縛
一
件
に
引
合
候
始
末
御
吟
味
御
座
候

　
此
段
申
上
候
私
儀
茨
城
県
等
外
四
等
之
次
席
内
使
勤
仕
中
多
賀
郡
松
岡

表
出
張
之
砺
久
慈
郡
上
宮
河
内
村
嘉
吉
儀
ハ
人
命
ヲ
絶
脱
走
致
候
者
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ま
ま
レ

　
由
ニ
テ
当
県
士
族
大
野
謙
介
厄
介
之
平
人
大
野
鉄
太
郎
ヨ
リ
差
抑
私
出

　
張
向
キ
ニ
連
来
候
処
其
節
詰
合
之
上
役
モ
無
之
候
二
付
私
ヨ
リ
嘉
吉
ヲ

　
一
応
相
尋
候
得
者
旧
主
家
国
難
之
時
分
久
慈
郡
茂
宮
村
源
蔵
ヲ
殺
候
儀

　
全
ク
相
違
無
之
段
申
出
不
容
易
者
二
付
捕
縛
之
儘
捕
亡
方
江
連
行
候
様

　
鉄
太
郎
江
申
聞
其
段
捕
亡
吏
江
申
通
シ
候
書
状
ヲ
鉄
太
郎
江
相
渡
出
張

　
所
ヲ
差
立
候
儀
ニ
テ
右
者
一
旦
其
筋
之
役
人
江
掛
合
差
図
相
待
可
申
処

　
不
研
究
ヨ
リ
其
儀
届
兼
筋
違
之
及
取
計
候
段
ハ
今
般
御
吟
味
二
就
キ
初

　
メ
テ
考
当
申
候

右
之
通
申
上
候
処
私
儀
茨
城
県
内
使
勤
仕
中
久
慈
郡
上
宮
河
内
村
嘉
吉
人

命
ヲ
絶
候
段
申
出
候
ハ
・
其
筋
之
役
員
江
及
掛
合
可
待
指
図
処
不
研
究
ヨ

リ
筋
違
之
取
計
致
候
始
末
不
法
之
旨
御
吟
味
ヲ
受
無
申
披
奉
恐
入
候

　
右
之
通
相
違
不
申
上
候
　
以
上

　
　
壬
申
十
月
十
目
　
　
　
　
　
右
大
津
　
憤

　
茨
城
御
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
ま
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茨
城
県
貫
属
　
　
士
族
大
野
鎌
助
厄
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
人
　
　
　
大
野
　
鉄
太
郎
申
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
三
十
七
歳

久
慈
郡
上
宮
河
内
村
嘉
吉
ヲ
致
捕
縛
候
始
末
御
吟
味
御
座
候

　
此
段
申
上
候
私
儀
那
珂
郡
田
崎
村
江
居
住
致
居
家
内
五
人
暮
之
村
内
下

　
作
ヲ
以
渡
世
罷
在
然
処
久
慈
郡
上
宮
河
内
村
嘉
吉
儀
ハ
旧
水
戸
藩
国
難

　
之
醐
同
郡
茂
宮
村
源
蔵
ヲ
殺
シ
脱
走
致
シ
候
者
之
由
兼
而
致
承
知
居
候

　
処
立
返
り
多
賀
郡
大
津
村
辺
江
相
隠
レ
居
候
由
承
リ
右
様
之
者
其
儘
二

　
致
シ
置
候
テ
ハ
宜
敷
有
之
間
敷
ト
相
考
へ
分
外
之
事
ト
ハ
乍
存
嘉
吉
ヲ

　
指
押
同
郡
松
岡
表
江
連
越
シ
同
所
御
出
張
之
内
使
大
津
憤
殿
へ
申
談
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔵
の
字
脱
ー
手
塚
註
）

　
得
ハ
同
人
ヨ
リ
嘉
吉
ヲ
一
応
尋
二
相
成
候
処
源
ヲ
殺
候
儀
全
ク
相
違
無
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之
段
申
出
候
甲
ニ
テ
捕
亡
方
江
差
送
リ
候
様
申
聞
二
相
成
私
連
行
候
途

　
中
当
五
月
十
日
源
蔵
伜
浅
吉
其
外
二
而
復
讐
之
儀
再
応
申
立
候
二
付
同

　
人
共
江
狽
二
復
讐
致
サ
セ
候
而
ハ
相
成
申
間
敷
ト
存
一
時
方
便
之
為
め

　
官
ヨ
リ
御
召
捕
二
相
成
候
囚
人
之
段
申
聞
復
讐
之
儀
許
シ
不
申
候
処
同

　
夜
窃
二
嘉
吉
二
忍
ヒ
寄
リ
引
立
ン
ト
致
シ
事
切
迫
二
立
至
リ
候
二
付
私

　
儀
ハ
抜
刃
外
数
人
ハ
棒
或
ハ
薪
等
ヲ
携
へ
相
防
き
候
得
共
押
而
同
人
ヲ

　
指
押
へ
立
去
リ
候
二
付
追
行
候
内
誤
而
相
蹴
き
距
離
隔
り
候
よ
り
終
二

　
遂
復
讐
候
儀
二
御
座
候
右
始
末
委
細
ハ
浅
吉
其
外
ヨ
リ
申
立
候
通
相
違

無
御
坐
候

右
之
通
申
立
候
処
私
儀
久
慈
郡
上
宮
河
内
村
嘉
吉
人
命
ヲ
絶
一
旦
脱
走
致

シ
立
返
リ
相
隠
れ
居
候
段
承
り
候
ハ
・
其
筋
江
可
訴
出
者
狽
二
差
押
候
始

末
不
法
之
旨
御
吟
味
受
無
申
披
奉
恐
入
候

　
　
右
之
通
相
違
不
申
上
候
　
以
上

　
　
　
壬
申
十
月
　
　
　
　
　
右
大
野
鉄
太
郎

　
　
茨
城
御
裁
判
所

（
4
）
　
証
人
上
久
保
嘉
平
次
、
小
森
藤
次
郎
（
以
上
連
名
）
の
ロ
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
慈
郡
上
宮
河
内
村
　
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
久
保
　
嘉
平
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
森
　
　
藤
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
申
口

同
村
嘉
吉
儀
同
郡
茂
宮
村
源
蔵
ヲ
致
殺
害
候
節
之
始
末
御
尋
二
御
座
候

　
此
段
申
上
候
私
共
儀
去
ル
子
年
旧
水
戸
国
難
之
時
分
夫
役
二
罷
出
居
候

処
上
宮
河
内
村
二
而
嘉
吉
儀
源
蔵
ヲ
首
打
落
候
始
末
屹
度
見
届
居
候
段
相

違
無
御
坐
候

　
　
右
之
通
二
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
上
久
保
嘉
平
次

　
　
壬
申
十
月
十
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
森
　
藤
次
郎

　
　
　
羨
城
御
裁
判
所

（
5
）匪匝
司
法
省
か
ら
茨
城
裁
判
所
に
対
す
る
質
問
書

旧
幽
團
圏
（
欄
外
書
込
－
手
餐

　
　
源
蔵
害
二
逢
フ
ノ
事
状
大
津
憤
ノ
糺
問
ト
嘉
平
次
藤
三
郎
ノ

　
　
見
届
ヲ
以
テ
明
カ
ナ
リ
ト
錐
モ
嘉
吉
何
等
ノ
事
故
ヲ
以
テ
害

　
　
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ヤ
其
趣
旨
未
タ
審
カ
ナ
ラ
ス
且
対
陣
戦
争
ノ
際

　
　
敵
ヲ
生
捕
束
縛
ス
ル
ニ
縄
取
ノ
身
分
ニ
テ
司
令
ノ
命
ヲ
侯
ス

　
　
私
ノ
宿
怨
モ
テ
恣
二
殺
害
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
ス
若
シ
恣

　
　
二
害
セ
ハ
軍
律
ノ
赦
サ
・
ル
所
ナ
ル
ヘ
シ
サ
レ
ハ
嘉
吉
平
素

　
　
ノ
私
怨
ア
リ
テ
殺
害
シ
即
時
軍
律
二
犯
ス
ノ
罪
ヲ
恐
レ
テ
脱

　
　
走
セ
シ
ヤ
将
又
彼
藩
恢
復
ノ
後
党
派
ノ
害
ヲ
避
ケ
テ
逃
走
セ

　
　
シ
ヤ
事
実
意
味
イ
マ
一
層
精
密
二
推
明
ア
ラ
ソ
コ
ト
ヲ
望
ム

胃
杢

大
野
鉄
太
郎
罪
人
ヲ
縛
シ
テ
出
張
所
二
連
来
ル
ニ
詰
合
上
ハ

役
ナ
キ
ト
キ
ハ
賎
役
ト
イ
ヘ
ト
モ
一
応
糺
サ
・
ル
ヲ
得
ス
糺
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團國匪匝
シ
テ
殺
害
人
タ
ル
ノ
実
ヲ
得
ル
ト
キ
ハ
捕
縛
ノ
マ
・
捕
亡
吏

へ
移
ス
ハ
当
然
ニ
テ
専
断
ノ
罪
ア
リ
ト
言
ベ
カ
ラ
ス
錐
然
内

使
出
張
所
ノ
取
扱
規
則
予
メ
定
メ
ア
リ
テ
其
規
則
ヲ
犯
セ
ル

ヤ臨
時
警
護
ノ
人
ヲ
抑
阻
セ
シ
事
態
詳
カ
ナ
ラ
ス
始
末
尚
ホ
委

シ
ク
書
載
セ
申
ス
ヘ
キ
事

明治5年・茨城県大砂浅吉兄弟仇討1件の裁判史料

人
命
ノ
重
キ
之
ヲ
犯
ス
者
ハ
大
赦
ト
錐
モ
免
サ
・
ル
所
ナ
リ

故
二
直
チ
ニ
犯
者
ヲ
縛
シ
訴
出
ル
何
ソ
不
法
ト
云
ハ
ン
然
ト

難
モ
右
等
ノ
事
二
付
県
庁
ヨ
リ
別
令
ア
リ
シ
ヲ
違
背
ス
ル
ノ

責
ハ
ア
リ
ヤ

（
6
）
　
（
4
）
の
文
書
に
対
す
る
茨
城
裁
判
所
の
回
答

第
一
条

源
蔵
害
二
逢
ヒ
シ
ハ
水
戸
藩
紛
擾
ノ
際
ニ
テ
何
等
ノ
事
故
有
リ
ヤ
否
ヲ
審

カ
ニ
セ
ス
且
本
人
倶
二
死
亡
ス
レ
ハ
其
趣
旨
追
糺
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
サ
ル

ナ
リ
将
亦
嘉
吉
縄
取
ノ
身
分
ニ
テ
檀
二
捕
縛
人
ヲ
殺
害
ス
レ
ハ
軍
律
ノ
赦

サ
・
ル
所
云
々
ト
ア
リ
然
ル
ニ
甲
子
年
ハ
正
好
ノ
ニ
派
相
戦
フ
ノ
時
ニ
テ

嘉
吉
ハ
姦
徒
二
仕
役
セ
ラ
ル
・
者
ナ
レ
ハ
仮
令
私
怨
ヲ
以
殺
害
二
及
フ
ト

モ
正
シ
キ
軍
律
無
キ
ニ
庶
箴
カ
ラ
y
欺
且
姦
家
ノ
主
宰
タ
ル
者
ハ
戊
辰
ノ

年
全
藩
恢
復
ノ
硬
皆
諌
鐵
セ
ラ
ル
此
故
二
其
本
末
明
詳
ナ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
且

嘉
吉
源
蔵
ヲ
殺
害
シ
即
時
脱
走
セ
シ
ニ
ア
ラ
ス
其
後
戊
辰
年
三
月
中
逃
走

セ
シ
ナ
リ
其
詳
カ
ナ
ル
ハ
ロ
書
二
記
載
セ
リ

附
箋
（
手
塚
註
）

嘉
吉
ノ
脱
逃
セ
シ
ヤ
其
際
二
当
リ
浅
吉
其
外
二
人
ノ
者
先
年

源
蔵
ヲ
殺
害
セ
シ
ハ
嘉
吉
タ
ル
ノ
確
証
ヲ
得
其
動
静
ヲ
窺
フ

ノ
時
ナ
レ
ハ
暗
二
其
機
ヲ
察
シ
脱
走
セ
シ
ニ
庶
箴
カ
ラ
ン
欺

第
二
条

大
津
憤
ハ
茨
城
県
内
使
相
勤
ル
者
ニ
テ
捕
縛
有
ル
ニ
非
ラ
ス
然
ル
上
ハ
嘉

吉
ナ
ル
者
ハ
官
ノ
囚
人
ト
言
フ
ベ
カ
ラ
ス
然
リ
ト
錐
内
使
出
張
所
二
定
則

ア
リ
テ
其
規
則
ヲ
犯
セ
ル
ニ
ハ
非
ラ
サ
ル
ナ
リ

第
三
条

臨
時
警
護
ノ
人
ヲ
抑
阻
セ
シ
情
態
詳
カ
ナ
ル
ハ
ロ
書
二
書
載
ス
レ
ハ
蚊
二

贅
セ
ス

第
四
条

大
野
鉄
太
郎
犯
者
ヲ
縛
シ
訴
出
ル
云
々
県
庁
ヨ
リ
別
令
ア
リ
シ
違
背
セ
シ

ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
津
　
彦
七
郎

右
者
世
襲
之
卒
よ
り
当
県
内
使
申
付
松
岡
出
張
中
免
職
申
付
候
者
二
有
之

候
此
段
御
答
二
お
よ
ひ
候
也

　
　
壬
申
九
月
廿
七
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茨
城
県

　
　
　
裁
判
所
　
御
中

　
　
追
而
捕
縛
之
権
有
之
候
事
二
而
ハ
無
之
候
事
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（
7
）
　
（
2
）
　
の
伺
書
に
対
す
る
司
法
省
の
指
令

　
　
　
　
　
　
　
　
一
青
杢

大
砂
浅
吉
外
三
人
処
刑
二
付
嘉
吉
親
属
共
諭
シ
方
地
方
官
江
掛
合
之
儀

別
紙
御
見
込
草
案
之
通
御
達
置
可
有
之
候
也

　
　
明
治
六
年
四
月
　
　
日
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
丞

　
　
　
茨
城
裁
判
所
　
御
中

（
8
）
　
茨
城
裁
判
所
の
量
刑
伺
に
対
す
る
司
法
省
の
指
令

　
　
　
　
　
　
　
　
一
青
木
一
一
倉
町
一

　
酉
十
一
月
十
日
付
ス
　
匿
　
［
朝
比
奈
7
欄
外
の
書
込
と
印
ー
手
塚
註
）

　
甲
子
ノ
国
難
二
当
リ
嘉
吉
本
人
ノ
父
ヲ
殺
シ
テ
逃
走
シ
所
在
ヲ
知
ラ
ス

　
ニ
児
積
年
復
讐
ノ
念
止
マ
ス
憤
欝
捜
索
ノ
際
嘉
吉
縛
二
就
ヲ
聞
テ
追
騒

　
シ
テ
之
ヲ
殺
ス
其
犯
罪
ハ
壬
申
五
月
ニ
シ
テ
父
祖
被
殴
改
正
律
ノ
頒
布

　
ハ
今
年
四
月
二
在
ル
ヲ
以
テ
断
罪
依
新
頒
律
条
例
二
依
テ
リ
新
律
綱
領

　
二
依
テ
定
擬
ス

闘
殴
律
父
祖
被
殴
旧
条

　
父
母
人
二
殺
サ
レ
子
孫
檀
二
行
兇
人
ヲ
殺
ス
者
其
即
時
ニ
ア
ラ
ス
及
ヒ

　
曾
テ
官
二
告
ケ
サ
ル
ヲ
以
テ
懲
役
五
十
目
ノ
処
十
五
歳
以
下
ナ
ル
ニ
ツ

　
キ
例
二
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
砂
　
浅
吉

　
　
収
順
金
一
円
廿
五
銭
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
砂
子
之
吉

専
ラ
ニ
叔
二
誘
導
セ
ラ
レ
事
果
ル
ヤ
直
チ
ニ
共
二
自
首
ス
ル
ヲ
以
テ
其

看
守
護
送
人
ヲ
拒
防
ス
ル
等
二
係
ル
罪
ハ
首
免
ヲ
与
フ
自
首
ス
ル
ヘ
キ

ヲ
以
テ
之
ヲ
問
ハ
ス

姪
幼
ニ
シ
テ
復
讐
ス
己
レ
モ
亦
兄
ノ
仇
ナ
ル
ヲ
以
テ
専
ラ
誘
導
協
力
シ

其
護
送
看
守
人
ヲ
拒
防
シ
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
傷
セ
及
ヒ
仇
ノ
屍
ヲ
傷
ス
ル

ト
錐
モ
ハ
直
チ
ニ
自
首
ス
ル
ヲ
以
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
砂
　
源
五
郎

　
免
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
砂
　
藤
之
介

其
職
二
在
ラ
ス
ト
難
モ
人
命
ヲ
犯
ス
者
ヲ
知
テ
直
チ
ニ
縛
シ
テ
訴
出
ル

罪
ノ
論
ス
ヘ
キ
ナ
シ

　
無
罪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
野
　
鉄
太
郎

臨
機
其
身
二
該
ル
ノ
職
掌
ヲ
尽
ス
ノ
ミ
罪
ノ
科
ス
ヘ
キ
ナ
シ

無
罪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
津

懐

匪
康
毅
二
長
旦
困
堅
小
原
二
篁
匪
劃

後
記
　
本
稿
起
草
に
際
し
、
中
山
勝
君
（
国
学
院
大
学
大
学
院
研
究
生
）
、
根
本
敬

彦
君
（
明
治
大
学
助
手
）
の
御
支
援
を
う
け
た
。
ま
た
古
文
書
の
解
読
に
つ
い

　ては、

門
志
木
古
文
書
同
好
会
の
中
田
千
美
氏
、
H
井
出
章
子
氏
の
御
示
教
を
得
た
。

　
こ
こ
に
記
し
て
諸
氏
の
学
恩
を
謝
す
。
　
　
　
　
　
　
　
（
七
月
八
日
稿
）
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